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令和6年1月1日現在

令和７年3月31日まで延長しました。

～子育て勤労者支援貸付金利引下げ特例措置のご案内～
令和７年３月までの間に財形持家転貸融資

https://www.zaikei.taisyokukin.go.jp/tokurei/kosodate.php

https://www.zaikei.taisyokukin.go.jp/zaikei.php

※を申込む場合に、

3,700万円

※自然災害等により被災した勤労者に対する貸付金利引下げ特例措置との併用はできます。

4,000万円）
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◎18歳以下（平成1８ 年４月２日以降に出生）のお子様等※1を扶養※2する勤労者の方
※1 ①勤労者の三親等内の親族（勤労者の配偶者の三親等内の親族を含む。）

②
③借入申込日時点における胎児。ただし、母子手帳を保有し、その写しを提出できる場合に限る。
勤労者と内縁の関係にある方のお子様。ただし、勤労者を被保険者とする健康保険等において、そのお子様が被扶養者となっている場合に限ります。

※2 扶養とは、勤労者ご本人又はその配偶者の方が以下の①②のいずれかの健康保険の被保険者等である場合において、上記※1のお子様が被扶養者となってい
ることをいいます。
①勤労者ご本人が健康保険法・船員保険法に定める被保険者又は私立学校教職員共済法に定める加入者である場合
②勤労者ご本人の配偶者が健康保険法・船員保険法に定める被保険者、国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法に定める組合員又は私立学校教職
員共済法に定める加入者である場合

◎ご自身が所有及び居住するための住宅を取得又はリフォームする方
◎継続する１年以上の期間にわたって、いずれかの種類の財形貯蓄を行っている方
◎借入申込日の２年前の日から借入申込日までの期間内に、財形貯蓄契約に基づく定期の積み立てを行っている方
◎借入申込日において50万円以上の財形貯蓄を有している方
◎事業主等から負担軽減措置※3を受けられる方
※3 事業主等が、勤労者に対して融資額の１％に相当する額（３万円を超える場合は３万円）以上の額を５年以上にわたって支給することなど、勤労者の返済負担の軽

減がなされている必要があります。〔負担軽減措置の例：住宅手当として月2,500円を5年間支給〕

令和７

（住宅リフォームを転貸する場合および福利厚生会社を利用する場合は、負担軽減措置は必要ありません。）
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